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朝霞市の給与・定員管理等について  

 

１　総括  

 

（１）人件費の状況（普通会計決算）  

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）  

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。 

　　　２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用

職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。 

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行

政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。 

２　（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパ
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イレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を

比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準

に基づく地域手当支給率）により算出。） 

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純

平均したものである。 

※　令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、

②３年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

 

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

①給料表の見直し  

［　実施　］ 

実施内容 

 

②地域手当の見直し  

実施内容 

 

③その他の見直し内容  

 ラスパイレス指数が１００を超えている主な理由としては、人材確保の点から初任給を国よ

りも４号給高く設定していること、また、職員の昇給・昇格制度が国と異なることなどが挙げ

られます。職員の給与については、人事院勧告への準拠を基本に県内他市の状況などを踏まえ

ながら適正な給与制度の維持に努めます。

 【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

 （給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）行政職給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均１．８３％の引下げを実施

しています。また、技能労務職給料表についても、行政職給料表の見直しを踏まえ、

平均１．９９％の引下げを実施しています。なお、激変緩和のため、国と同様に３年

間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を設けています。

 （支給割合）国基準１２％に対し、朝霞市においても１２％を支給。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施しており、段階的に支給割合を引上げることとし、

平成２７年４月１日時点では１０％、給与改定後も１０％、平成２８年４月１日

時点から１２％を支給。 

（参考） 

 各年度の支給割合

 
平成 26 年度

平成 27 年度 平成 28 年度から

令和５年度まで
令和６年度

 4 月 1 日時点 遡及改定後

 国基準による 

支給割合
６％ ８％ １０％ １２％ １２％

 朝霞市の 

支給割合
９％ １０％ １０％ １２％ １２％

 単身赴任手当については、国と同様に手当の基礎額と加算額の見直しを実施しています。 

（平成２７年４月１日実施）
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

（令和６年４月１日現在）  

①一般行政職  

 

②技能労務職  

 

 

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（令和

3 ～令和 5 年の３か年平均）。 

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい

て完全に一致しているものではない。 

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12

倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に

支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 

 

③教育職  

 

 
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平均給与月額 

（国比較ベース）

 朝霞市 42.2 歳 322,215 円 419,561 円 387,919 円

 埼玉県 41.8 歳 319,425 円 411,863 円 367,476 円

 国 42.1 歳 323,823 円 ― 405,378 円

 類似団体 42.1 歳 316,955 円 406,373 円 367,288 円

 
区分

公務員

 
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額 

（Ａ）

平均給与月額 

（国比較ベース）

 朝霞市 57.2 歳 23 人 277,074 円 321,755 円 318,090 円

 うち学校給食員 56.1 歳 15 人 290,833 円 340,676 円 337,643 円

 埼玉県 54.9 歳 139 人 322,835 円 378,075 円 358,877 円

 国 51.2 歳 1,829 人 288,144 円 ― 330,553 円

 類似団体 53.0 歳 31 人 316,762 円 372,923 円 354,212 円

 
区分

民間 参考

 対応する民間 

の類似職種
平均年齢

平均給与月額 

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

 朝霞市 ― ― ― ―

 うち学校給食員 飲食物調理従事者 45.6 歳 277,400 円 1.23

 
区分

参考

 年収ベース（試算値）の比較

 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

 朝霞市 ― ― ―

 うち学校給食員 5,574,991 円 3,679,800 円 1.52

 区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

 朝霞市 45.0 歳 402,133 円 532,263 円

 埼玉県 39.5 歳 351,980 円 414,465 円

 類似団体 41.8 歳 322,833 円 385,640 円
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（注）１　「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均

である。 

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

 

（２）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）  

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）  

（注）職員数が３人以下となる階層では、平均給料月額を記載せずに※としている。 

 

 

 区分 朝霞市 埼玉県 国

 
一般行政職

大学卒 202,400 円 205,579 円 196,200 円

 高校卒 170,900 円 173,584 円 166,600 円

 
区分

経験年数10年 

以上15年未満

経験年数20年 

以上25年未満

経験年数25年 

以上30年未満

経験年数30年 

以上35年未満

 
一般行政職

大学卒 292,700 円 363,110 円 400,240 円 415,049 円

 高校卒 ※ ※     ※ 392,965 円

 
技能労務職

高校卒 ― ― ※ ※

 中学卒 ― ― ― ※
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３　一般行政職の級別職員数等の状況  

 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在）  

（注）１　朝霞市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１号給の 

給料月額

最高号給の 

給料月額

 
１級 主事補

人 

27

％ 

5.9

円 

162,100

円 

249,400

 
２級 主事

人 

95

％ 

20.6

円 

208,000

円 

305,200

 
３級 主任

人 

142

％ 

30.7

円 

240,900

円 

351,000

 
４級 係長

人 

97

％ 

21.0

円 

271,600

円 

382,000

 
５級 課長補佐

人 

36

％ 

7.8

円 

323,100

円 

411,300

 
６級 課長

人 

39

％ 

8.4

円 

365,500

円 

446,200

 
７級 部次長

人 

13

％ 

2.8

円 

410,300

円 

470,000

 
８級 部長

人 

13

％ 

2.8

円 

459,900

円 

528,900

１級 5.9% １級 5.6% １級 4.9%

２級 20.6% ２級 20.8% ２級 21.8%

３級 30.7% ３級 29.0%
３級 24.9%

４級 21.0%
４級 21.0%

４級 22.0%

５級 7.8% ５級 9.1% ５級 11.4%

６級 8.4% ６級 8.9% ６級 8.7%

７級 2.8% ７級 2.8% ７級 4.0%
８級 2.8% ８級 2.8% ８級 2.3%
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和６年４月１日現在）  

      　　　　　　　　  

 

（３）昇給への人事評価の活用状況（朝霞市）  

 
令和 6 年 4 月 2 日から令和 7 年 4 月 1 日 

までにおける運用
管理職員 一般職員

 イ．人事評価を活用している ○ ○

 
　活用している昇給区分

昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

 　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

 　　上位、標準の区分

 　　標準、下位の区分

 　　標準の区分のみ（一律）

 ロ．人事評価を活用していない

 　活用予定時期
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４　職員の手当の状況  

 

（１）期末手当・勤勉手当  

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（朝霞市） 

 

（ ２ ） 退職手当（令和６年４月１日現在）  

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

 朝霞市 埼玉県 国

 １人当たり平均支給額（５年度） 

１，６７２　千円

１人当たり平均支給額（５年度） 

１，７０７　千円
―

 （令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合）

 期末手当 

2.45　月分 

（ 1.375）月分

勤勉手当 

2.05　月分 

（ 0.975）月分

期末手当 

2.45　月分 

（ 1.375）月分

勤勉手当 

2.05　月分 

（ 0.975）月分

期末手当 

2.45　月分 

（ 1.375）月分

勤勉手当 

2.05　月分 

（ 0.975）月分

 
（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算　５～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算　　　５～２０％ 

・管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算　　　５～２０％ 

・管理職加算　１０～２５％

 令和 6 年度中における運用 管理職員 一般職員

 イ．人事評価を活用している ○ ○

 
　活用している成績率

支給可能な

成績率

支給実績が

ある成績率

支給可能な

成績率

支給実績が

ある成績率

 　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

 　　上位、標準の成績率

 　　標準、下位の成績率

 　　標準の成績率のみ（一律）

 ロ．人事評価を活用していない

 　活用予定時期

 朝霞市 国

 
（支給率） 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709  月分

定年 

24.586875 月分 

33.27075  月分 

47.709    月分 

47.709    月分

（支給率） 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709  月分

応募認定・定年 

24.586875 月分 

33.27075  月分 

47.709    月分 

47.709    月分

 その他の加算措置　なし その他の加算措置　定年前早期退職特例措置 

（割増率２～４５％）

 １人当たり平均支給額

 4,928 千円 21,161 千円
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（３）地域手当（令和６年４月１日現在）  

 

（４）特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

 

（５）時間外勤務手当  

（注）　職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同

じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対

象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

 

 支給実績（５年度決算） ３４９，８１４千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ４５７，２７２円

 支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

 全地域 １２％ ７６５人 １２％

 支給実績（５年度決算） １，３１５千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ２９，８８６円

 職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） ５．８％

 手当の種類（手当数） ５種類

 
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給実績 

（５年度決算）

左記職員に対する 

支給単価

 

防疫防除 

作業手当

感染症等の防疫作

業又は毒物若しく

は劇薬を使用して

除草若しくは病害

虫の防除作業に従

事した職員

感染症等の防疫作

業、毒物・劇薬を使

用した除草や病害

虫の防除作業

４千円 日額　　　５００円

 
清掃手当

汚物又はじんかい

の収集処理に従事

した職員

汚物・じんかいの

収集処理
７２千円 月額　３，０００円

 福祉業務 

手当

社会福祉業務の現

業に従事した職員

社会福祉業務の現

業
１，２３９千円 月額　３，０００円

 
行旅死病人 

取扱手当

行旅病人又は死亡

人の取扱いに従事

した職員

行旅病人・死亡人

の取扱い
― １件　３，０００円

 
動物死体 

処理手当

犬猫等動物の死体

の取扱いに従事し

た職員

動物の死体の取扱

い
― １件　　　２００円

 支給実績（５年度決算） １６２，８６８千円

 職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ２６８千円

 支給実績（４年度決算） １７１，９５８千円

 職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） ２７９千円
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（６）その他の手当（令和６年４月１日現在）  

 

 

 
手当名 内容及び支給単価

国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

支給実績 

（５年度決算）

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（５年度決算）

 

扶養 

手当

配偶者、父母等 

主事補～課長級 6,500 円 

部次長級 3,500 円 

部長級 0 円 

子 10,000 円 

16 歳～22 歳の子に加算 

１人につき 5,000 円

同じ ― 60,458 千円 225,586 円

 住居 

手当

借家等 

支給限度額 28,000 円
同じ ― 58,451 千円 295,204 円

 

通勤 

手当

鉄道等の交通機関等利用者 

6 か月定期券の価額の 6 分の 1 

支給限度額 50,000 円

異なる

国 の 支 給

限 度 額 は

55,000 円

49,454 千円 88,944 円
 

自動車等の交通用具使用者 

距離に応じて支給 

2 ㎞以上 5 ㎞未満 2,900 円 

5 ㎞以上 10 ㎞未満 4,700 円 

支給限度額 31,600 円

異なる

一 部 の 区

分 に お け

る 支 給 額

が異なる

 
管理職 

手当

部長級 80,000 円 

部次長級 60,000 円 

課長級 50,000 円 

課長補佐級 35,000 円

異なる

支 給 区 分

・ 支 給 額

が異なる

80,590 千円 544,527 円

 休日 

勤務 

手当

祝日等の正規勤務時間に勤

務した場合 

1 時間当たりの給与額×135/100

同じ ― 8,098 千円 55,466 円

 

単身 

赴任 

手当

異動等で配偶者と別居する

単身生活者 

 30,000 円＋下記加算額 

100 ㎞以上 300 ㎞未満 

 8,000 円 

300 ㎞以上 500 ㎞未満 

 16,000 円 

加算額の上限 70,000 円

同じ ― ― ―
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５　特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）  

 

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４

年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

 

 区 分 給 料 月 額 等

 （参考）類似団体における最高／最低額

 給

料 市 長 

副 市 長

930,000 円 

788,000 円

1,030,000 円／686,000 円 

　880,000 円／680,000 円

 
報

酬

議 長 

副 議 長 

議 員

473,000 円 

412,000 円 

390,000 円

　760,000 円／450,000 円 

　670,000 円／400,000 円 

　620,000 円／377,000 円

 

期

末

手

当

市 長 

副 市 長

（令和５年度支給割合） 

４．５０月分

 
議 長 

副 議 長 

議 員

（令和５年度支給割合） 

３．７５月分

 
退

職

手

当

 

市 長 

副 市 長

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

930,000 円×在職月数×35/100×115/100 17,967,600 円 任期ごと 

788,000 円×在職月数×21/100×115/100  9,134,496 円 任期ごと

 
備 考
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６　職員数の状況  

 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由  

（各年４月１日現在） 

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。 

２　［　］内は、条例定数の合計である。 

 

 

 区 分 職 員 数 対前年
主な増減理由

 部 門 令 和 6 年 令 和 5 年 増減数

 

普

通

会

計

部

門

一

般

行

政

部

門

議 会 7 7 0

 総 務 ・ 企 画 169 168 1 調整による増

 税 務 50 50 0

 民 生 250 249 1 調整による増

 衛 生 53 53 0

 労 働 2 2 0

 農 林 水 産 4 4 0

 商 工 4 4 0

 土 木 59 59 0

 
計 598 596 2

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数　41.25 人 

（類似団体の人口１万人当たり職員数　 48.35 人 ）

 教 育 部 門 117 115 2 調整による増

 
小 計 715 711 4

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数　49.32 人 

（類似団体の人口１万人当たり職員数　 62.69 人 ）

 
公
営
企
業
等 

会
計
部
門

水 道 22 23 △1 調整による減

 下 水 道 11 11 0

 その他（国保等） 34 33 1 調整による増

 小 計 67 67 0

 
合 計

782 

［830］

778 

［830］
4

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数　54.00 人
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（２）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員数の推移  

（単位：人・％） 

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

 

 
区 分

20 歳 

未満

20 歳 
 ～

23 歳

24 歳 
 ～

27 歳

28 歳 
 ～

31 歳

32 歳 
 ～

35 歳

36 歳 
 ～

39 歳

40 歳 
 ～

43 歳

44 歳 
 ～

47 歳

48 歳 
 ～

51 歳

52 歳 
 ～

55 歳

56 歳 
 ～

59 歳

60 歳 

以上
計

 
職員数

人 

0

人 

35

人 

88

人 

76

人 

85

人 

86

人 

73

人 

52

人 

87

人 

82

人 

76

人 

42

人 

782

 年度
３１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

過去５年間の

増減数（率）  部門別

 一般行政 600 596 587 597 596 598 △2(△0.3%)

 教育 119 118 113 113 115 117 △2(△1.7%)

 普通会計計 719 714 700 710 711 715 △4(△0.6%)

 公営企業等会計計 64 64 65 66 67 67 3(4.7%)

 総合計 783 778 765 776 778 782 △1(△0.1%)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

20
歳
未
満

20
～
23
歳

24
～
27
歳

28
～
31
歳

32
～
35
歳

36
～
39
歳

40
～
43
歳

44
～
47
歳

48
～
51
歳

52
～
55
歳

56
～
59
歳

60
歳
以
上

構成比

５年前の構成比
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７　公営企業職員の状況  

 

（１）水道事業  

①職員給与費の状況（決算）  

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 41,030 千円を含まない。 

 

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。 

２　職員数については、６年３月 31 日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員

（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。 

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在）  

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

 

③職員の手当の状況  

ア　期末手当・勤勉手当  

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

 

 区 分 

 

総 費 用 

 

Ａ

純 損 益 又 は 

実 質 収 支 

職 員 給 与 費 

 

Ｂ

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ

（参考） 

４ 年 度 の 総 費 用 に 占

める職員給与費比率

 
５年度

千円 

2,017,113

千円 

401,803

千円 

115,201

％ 

5.71

％ 

5.62

 区 分 職 員 数 

Ａ

給　　　与　　　費 一人当たり 

給与費 Ｂ／Ａ

（参考）市町村平均  

一人当たり給与費  給 料 職 員 手 当 期 末 ･勤 勉 手 当 計 Ｂ

 
５年度

人 

2 4

千円 

9 1 , 9 2 1

千円 

3 8 , 2 0 8

千円 

2 6 , 1 0 3

千円 

1 5 6 , 2 3 1

千円 

6,510

千円 

6,119

 区分 平均年齢 基本給 平均月収額

 朝霞市 ４６．０歳 ３８８，７１４円 ５７６，０３３円

 団体平均 ４５．８歳 ３３７，２２１円 ５０８，６９１円

 朝霞市（水道事業） 朝霞市（一般行政職）

 １人当たり平均支給額（５年度） 

１，７１６　千円

１人当たり平均支給額（５年度） 

１，６７２　千円

 （５年度支給割合）

左に同じ
 期末手当 

2.45　月分 

（1.375）月分

勤勉手当 

2.05　月分 

（0.975）月分

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算　５～２０％

左に同じ



14 

イ　退職手当（令和６年４月１日現在）  

 

ウ　地域手当（令和６年４月１日現在）  

 

エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

公営企業における特殊勤務手当は、平成２１年度に廃止しています。 

 

オ　時間外勤務手当  

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

２　職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

 

 朝霞市（水道事業） 朝霞市（一般行政職）

 
（支給率） 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709  月分

定年 

24.586875 月分 

33.27075  月分 

47.709    月分 

47.709    月分

支給率・加算措置は、左に同じ

 その他の加算措置　なし

 １人当たり平均支給額 －　千円 １人当たり平均支給額 13,317 千円

 支給実績（５年度決算） １１，６６８千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ４８６，１５３円

 支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

 全地域 １２％ ２４人 １２％

 支給実績（５年度決算） ４，９００千円

 職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ３１２千円

 支給実績（４年度決算） ３，８８７千円

 職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） ２４３千円
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カ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

 

 

 
手当名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同

支給実績 

（５年度決算）

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（５年度決算）

 

扶養手当

配偶者、父母等 

主事補～課長級 6,500 円 

部次長級 3,500 円 

部長級 0 円 

子 10,000 円 

16 歳～22 歳の子に加算 

１人につき 5,000 円

同じ

1,890 千円 189,000 円

 
住居手当

借家等 

支給限度額 28,000 円
1,932 千円 275,981 円

 

通勤手当

鉄道等の交通機関等利用者 

6 か月定期券の価額の 6 分の 1 

支給限度額 50,000 円

1,209 千円 52,526 円
 

自動車等の交通用具使用者 

距離に応じて支給 

2 ㎞以上 5 ㎞未満 2,900 円 

5 ㎞以上 10 ㎞未満 4,700 円 

支給限度額 31,600 円

 
管理職 

手当

部長級 80,000 円 

部次長級 60,000 円 

課長級 50,000 円 

課長補佐級 35,000 円

3,420 千円 570,000 円

 

単身赴任 

手当

異動等で配偶者と別居する

単身生活者 

 30,000 円＋下記加算額 

100 ㎞以上 300 ㎞未満 

 8,000 円 

300 ㎞以上 500 ㎞未満 

 16,000 円 

加算額の上限 70,000 円

― ―
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（２）下水道事業  

①職員給与費の状況（決算）  

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 24,664 千円を含まない。 

 

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。 

２　職員数については、６年３月 31 日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員

（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。 

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在）  

（注）１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

２　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。 

 

③職員の手当の状況  

ア　期末手当・勤勉手当  

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

 

 区 分 

 

総 費 用 

 

Ａ

純 損 益 又 は 

実 質 収 支 

職 員 給 与 費 

 

Ｂ

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ

（参考） 

４ 年 度 の 総 費 用 に 占

める職員給与費比率

 
５年度

千円 

1,757,082

千円 

230,619

千円 

47,332

％ 

2.69

％ 

2.97

 区 分 職 員 数 

Ａ

給　　　与　　　費 一人当たり 

給与費 Ｂ／Ａ

（参考）市町村平均  

一人当たり給与費  給 料 職 員 手 当 期 末 ･勤 勉 手 当 計 Ｂ

 
５年度

人 

1 1

千円 

4 0 , 7 0 5

千円 

1 8 , 3 9 8

千円 

1 2 , 8 9 3

千円 

7 1 , 9 9 6

千円 

6,545

千円 

6,024

 区分 平均年齢 基本給 平均月収額

 朝霞市 ４３．１歳 ３６５，８０６円 ５４７，８５２円

 団体平均 ４４．５歳 ３３４，５３６円 ５０１，５７９円

 朝霞市（下水道事業） 朝霞市（一般行政職）

 １人当たり平均支給額（５年度） 

１，７７９　千円

１人当たり平均支給額（５年度） 

１，６７２　千円

 （５年度支給割合）

左に同じ
 期末手当 

2.45　月分 

（1.375）月分

勤勉手当 

2.05　月分 

（0.975）月分

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算　５～２０％

左に同じ
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イ　退職手当（令和６年４月１日現在）  

 

ウ　地域手当（令和６年４月１日現在）  

 

エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

公営企業における特殊勤務手当は、平成２１年度に廃止しています。 

 

オ　時間外勤務手当  

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

２　職員１人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」

と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手

当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

 

 朝霞市（下水道事業） 朝霞市（一般行政職）

 
（支給率） 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709  月分

定年 

24.586875 月分 

33.27075  月分 

47.709    月分 

47.709    月分

支給率・加算措置は、左に同じ

 その他の加算措置　なし

 １人当たり平均支給額 －　千円 １人当たり平均支給額 13,317 千円

 支給実績（５年度決算） ５，２２６千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ５２２，５１８円

 支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

 全地域 １２％ １１人 １２％

 支給実績（５年度決算） ２，４６１千円

 職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） ２４７千円

 支給実績（４年度決算） ２，５７２千円

 職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） ３２２千円
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カ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

 

 
手当名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同

支給実績 

（５年度決算）

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（５年度決算）

 

扶養手当

配偶者、父母等 

主事補～課長級 6,500 円 

部次長級 3,500 円 

部長級 0 円 

子 10,000 円 

16 歳～22 歳の子に加算 

１人につき 5,000 円

同じ

1,098 千円 274,500 円

 
住居手当

借家等 

支給限度額 28,000 円
1,008 千円 336,000 円

 

通勤手当

鉄道等の交通機関等利用者 

6 か月定期券の価額の 6 分の 1 

支給限度額 50,000 円

460 千円 35,350 円
 

自動車等の交通用具使用者 

距離に応じて支給 

2 ㎞以上 5 ㎞未満 2,900 円 

5 ㎞以上 10 ㎞未満 4,700 円 

支給限度額 31,600 円

 
管理職 

手当

部長級 80,000 円 

部次長級 60,000 円 

課長級 50,000 円 

課長補佐級 35,000 円

1,740 千円 580,000 円

 

単身赴任 

手当

異動等で配偶者と別居する

単身生活者 

 30,000 円＋下記加算額 

100 ㎞以上 300 ㎞未満 

 8,000 円 

300 ㎞以上 500 ㎞未満 

 16,000 円 

加算額の上限 70,000 円

― ―


